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「申請支援サービス」利用手順（測量・建設コンサルタント業務） 

１．「申請支援サービス」について 

  本システムは、県内他市町村と共同運用しており、各情報を市町村間で共有している

ため、一度の入力で、複数の市町村への指名願いの申請書を簡単に作成することが出来

ます。 

２．ログイン 

美作市ＨＰの「申請支援サービス」のリンクをクリックすると、下記ログイン画面が

表示されます。業者ＩＤは、建設工事、測量建設コンサルタント業務で共有できます。 

 

 

３．メインメニュー 

  ログイン後、下記の画面が表示されます。各情報を入力後（職員名簿・資格は入力不

要）、④の「指名願い」の美作市のページから申請書を作成します。 

  

初めて利用する場合、パスワー

ドを忘れた場合はこちらから

ＩＤ，パスワードを設定してく

ださい。 

ＩＤ，パスワードを入力し、

ログインしてください。 

←①本社情報を入力します。 

←②委任先の営業所がある場合に入力します。 

←入力不要 

←③コンサルの登録状況、経営状況等を入力します。 

←④上記の入力後、こちらから申請書を作成します。 

注：ＩＤ、パスワードは次年度以降の申請にも利用しますの

で、記録に残すなど大切に保管して下さい 

※インボイス制度（適格請求書発行事業者）の情報登録は 

①本社情報から入力してください。 
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４．各メニューの入力 

  ①本社情報 

   本社情報を入力します。 

※インボイス制度（適格請求書発事業者）の項目を追加しています。 

  ②営業所情報 

   委任先（契約先）の営業所がある場合に入力します。 

③申請事前登録 

  「コンサル業情報」から、コンサルの登録状況、業者経営状況を入力します。 

 

  

登録状況を入力してください。 

測量等実績高等を入力してく

ださい。 
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 ⑤指名願い 

  各市町村の該当ページが表示されるので、「美作市」から説明に従い入力してください。 

 

  最後に、下記画面が表示されるので、ＰＤＦファイルの書類を作成し、印字してくだ

さい。また他の関係様式をダウンロードし、必要事項を記入してください。 

 

 

５．書類の提出 

  本システムは、申請を電子化するものではないので、必ず作成した書面を要領に従い

美作市契約管財課へ提出してください。その他、システムの操作に関する不明な点は、

画面右上の「説明はこちら」から検索してください。 

 

←こちらを選択してください 

←申請等の関係様式（ＰＤＦ）が作成されます 

←こちらから提出に必要な様式を 

 ダウンロードします 

 


